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次

規

則

○
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqq（
税

務

課
）
…
一

○
青
森
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqq（
市
町
村
課
）
…
一

○
青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
情

報

シ
ス
テ
ム
課
）
…
二

教
育
委
員
会

○
青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
職
員
福
利
課
）
…
二

規

則

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
三
号

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
財
団
法
人
日
本
ゴ
ル
フ
協
会
」
を
「
公
益
財
団
法
人
日
本
ゴ
ル
フ
協
会
」
に
改
め
、

同
条
第
一
号
中
「
、
日
本
ア
マ
チ
ュ
ア
・
マ
ッ
チ
プ
レ
ー
ゴ
ル
フ
選
手
権
競
技
会
」
及
び
「
、
日
本

女
子
ア
マ
チ
ュ
ア
・
マ
ッ
チ
プ
レ
ー
ゴ
ル
フ
選
手
権
競
技
会
」
を
削
り
、
「
ア
ジ
ア
ン
ツ
ア
ー
オ
ー

プ
ン
ゴ
ル
フ
選
手
権
競
技
会
」
を
「
ア
ジ
ア
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
オ
ー
プ
ン
ゴ
ル
フ
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
シ
ッ

プ
競
技
会
」
に
、
「
及
び
日
本
ジ
ュ
ニ
ア
ゴ
ル
フ
選
手
権
競
技
会
」
を
「
、
日
本
ジ
ュ
ニ
ア
ゴ
ル
フ

選
手
権
競
技
会
及
び
Ｊ
Ｇ
Ａ
杯
Ｊ
―
ｓ
ｙ
ｓ
ゴ
ル
フ
選
手
権
競
技
会
」
に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
の
そ
の
一
中
「国

民
体
育
大
会

」
を
「国

民
ス
ポ
ー
ツ
大
会

」
に
改
め
、
同
様
式

の
そ
の
二
中
「国

民
体
育
大
会

」
を
「国

民
ス
ポ
ー
ツ
大
会

」
に
、
「財

団
法
人
日
本
ゴ
ル
フ
協

会

」
を
「公

益
財
団
法
人
日
本
ゴ
ル
フ
協
会

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
の
改
正
規
定
及
び

第
十
六
号
様
式
の
そ
の
二
の
改
正
規
定
（
「国

民
体
育
大
会

」
を
「国

民
ス
ポ
ー
ツ
大
会

」
に
改
め

る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
四
号

青
森
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
八
月
青
森
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

六

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
外
国
人
に
対
す
る
進
学
準
備

給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
報
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）



青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
五
号

青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
施
行
条
例
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
等
を
定
め
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
等
を
定
め
る
規
則
（
平
成
二
十
七

年
十
二
月
青
森
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

六

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
外
国
人
に
対
す
る
進
学
準
備

給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
三
条
第
四
項
中
「
第
五
号
」
の
下
に
「
及
び
第
六
号
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
四
項
中
「
第
七
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
十
五
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員

会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
の
表
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
の
項
中
「
国
体
準
備
室
」
を
「
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準
備

室
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
二
第
十
六
号
中
「
国
体
準
備
室
」
を
「
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準
備
室
」
に
、
「
第
八
十

回
国
民
体
育
大
会
」
を
「
第
八
十
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
八
第
一
項
中
「
国
体
準
備
室
」
を
「
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準
備
室
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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